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❖❖❖ その道一筋の技能者の功績を称える ❖❖❖  
 
 西宮市技能功労者表彰は、優れた技能をもって社会に貢献された市内に在住又は在勤し、同一職種に 

おける経験が２５年以上の技能者を称え、中小企業に働く技能者の社会的地位及び技術水準の向上を  

目的に、昭和４９年から実施しているものです。 

 今年度は、技能功労賞として１１職種１１名が表彰され、１１月８日（水）に表彰式が開催されました。

卓越した現役の技能者として後進の指導をされるなど、広く技能者の模範とされる方々です。 

 
 

 
 
 
 
                            
  
 
 
                              
 
 
 
【受賞者の皆さん（敬称略）】 
 
 

≪技 能 功 労 賞≫ 

パン製造 ・・・・・谷 口 哲 司  （松ヶ丘町）   フリアンド 

  製菓（洋）・・・・・福 原 良 樹  （愛宕山）    ベルサ洋菓子工房 

    製菓（和）・・・・・吉 川 壮 一  （剣谷町）    菓一條栄久堂吉宗 

  電気炉設計 ・・・・浦 山 基 郎  （松並町）    ベイ・テック 

 表  具 ・・・・・高 瀨 輝 久  （名塩さくら台） 高瀨温古堂 

  美  容 ・・・・・山 田 敏 惠  （寿町）      HAIR MAKE ゼニス 

    理  容 ・・・・・江 口 勝 利  （甲子園洲鳥町） Hair world SPACE HOMERUN 

 塗  装 ・・・・・川 畑 勇 二  （仁川町）      － 

  電  工 ・・・・・杉 山 高 廣  （上大市）      － 

  フラワー装飾 ・・・川 森 美栄子  （二見町）      － 

  かわらぶき ・・・・吉 川 雅 則  （上甲子園）   吉川商店 
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お問合せは、兵庫労働局労働基準部賃金室 へ 
ＴＥＬ：０７８－３６７－９１５４ 

 
 

 

 兵庫県特定（産業別）最低賃金が、平成２９年１２月１日に改正されました。最低賃金は、パートタ

イマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。 
 

特定（産業別）最低賃金の適用業種 時間額 引上げ額 効力発生年月日 

塗料製造業 ９３２円 １４円 平成２９年１２月１日 

鉄鋼業 ９２２円 １６円 同上 

はん用機械器具製造業、生産用機械 

器具製造業、業務用機械器具製造業 
９００円 １４円 同上 

電子部品・デバイス・電子回路製造業、 

電気機械器具製造業、 

情報通信機械器具製造業 

８５２円  8 円 同上 

輸送用機械器具製造業 ９３３円 １４円 同上 

計量器・測定器・分析機器・試験機・ 

測量機械器具製造業 
８５５円 １１円 同上 

自動車小売業 ８６１円 １１円 同上 

 繊維工業(注) 

      (兵庫県最低賃金) 
８４４円 ２５円 平成２９年１０月１日 

 各種商品小売業(注) 

       (兵庫県最低賃金) 
８４４円 ２５円 同上 

 

地域別最低賃金 時間額 引上げ額 効力発生年月日 

兵庫県最低賃金 ８４４円 ２５円 平成２９年１０月１日 

注：繊維工業及び各種商品小売業の最低賃金については、平成 29 年 10 月 1 日発効の兵庫県最低賃金が繊維工業最低賃 

金、各種商品小売業最低賃金を上回ったことから、平成 29 年 10 月 1 日以降は兵庫県最低賃金が適用されています。 

 

 
 

━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━ 

 
♧♧♧♧♧ 仕事の余暇を活用した力作を展示 ♧♧♧♧♧♧ 

   

 

 

  市内に在住・在勤の勤労者が、余暇などを利用して制作した作品を展示した西宮市勤労者美術展が、１１月

１５日から１９日まで、川添町の市民ギャラリー展示室で開催されました。 

 洋画、日本画、写真、書道、彫塑・工芸の各部門で合計６９点が展示され、期間中５７６名の方々が会場を

訪れました。 
                                                                                 
 
 
 
 

☃ ストリートギャラリーに展示しています ☃ 

 

 

 

（展示作品） 勤労者美術展の洋画・日本画・写真の各部門において、西宮市長賞・西宮市議会議長賞を受賞された作品 

（展示期間） 平成２９年１２月２８日（木）まで 

（展示場所） 札場筋沿いの三井住友銀行・東京三菱 UFJ 銀行・りそな銀行の各金融機関 

兵庫県特定（産業別）最低賃金が改正されました 

 

 

平成２９年度 西宮市勤労者美術展 
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くわしくは、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構  

兵庫支部：高齢・障害者業務課へ  

ＴＥＬ：０６－６４３１－８２２０ 
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お問合せは、兵庫労働局雇用環境・均等部企画課へ TEL：０７８－３６７－０７００ 

お問合せは、兵庫労働局安全課 へ  TEL：０７８－３６７－９１５２ 

 

＝両立支援助成金に新たなコースが創立されました＝ 

 

 
  

妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者が、就業が 

可能になったときに復職でき、適切に評価され、配置・処遇され       ※上記の額を、継続雇用６ヶ月後・継続雇用１年後の２回に分けて半額ずつ支給 

る再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事業主に支給します。 

 

次の①、②のいずれも満たすことが必要です。 

① 妊娠、出産、育児または介護を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した 

再雇用制度を導入する。 

② 上記制度に基づき、離職後１年以上経過している対象労働者を再雇用し、無期雇用者として６ヶ月以上継続雇用する。 
   ※当初、有期契約労働者として再雇用した場合も、無期雇用に切り替えた上で６ヶ月以上継続雇用すれば対象となります。 

 

 
申請方法などその他詳しい内容や他のコースについてなどは、厚生労働省ホームページをご確認いただくか、

電話にて問い合わせてください。 
・厚生労働省ホームページ http//www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01// 

 

*～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～ *～  

 

 

雇用関係助成金の申請や、助成対象の診断および受給額の無料査定をするといった記載の書面を一方

的に送付（ＦＡⅩ）することによって助成金の活用を勧誘する業者の情報が寄せられています。 

 厚生労働省や労働局・ハローワークでは、このような勧誘に関与している事実はありませんので、十

分ご注意ください。 

※ 雇用関係助成金のご案内は、以下のＵRＬをご参照ください。 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

         第４１回 西宮市勤労者野球大会 

 

 

 

 中小企業 中小企業以外 
 

 

再雇用１人目 
３８万円 

＜４８万円＞ 

２８．５万円 

＜３６万円＞ 
 

 

再雇用２～５人目 
２８．５万円 

＜３６万円＞ 

１９万円 

＜２４万円＞ 

今年も西宮市勤労者野球大会が８月から１０月に

かけて行われ、市内の事業所で働く勤労者を中心に

結成された２２チームが優勝を目指し、白熱した試

合が繰り広げられました。悪天候にもたたられまし

たが１０月８日に決勝戦が行われ無事全日程を終了

することができました。 

上位のチームは次のとおりです。 

* * * * *  

【優 勝】 アクアテック  

 【準 優 勝】 阪神電鉄  

 【第 ３ 位】 市職労Ｂ、古野電気 

* * * * *  

参加された皆さま、どうもお疲れ様でした！ 
 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
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お問合せは、兵庫労働局雇用環境・均等部指導課へ 
TEL：０７８－３６７－０８２０ 
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お問合せは、兵庫労働局雇用環境・均等部指導課へ   

TEL：０７８－３６７－０８２０ 
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西宮市では就労、仕事に関する様々な窓口を開設しております。お気軽にご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主に働きたい女性などを対象に、就労に関する相談や職業の紹介などを行っています。 

主な支援内容：女性就職支援ナビゲーターによる職業相談や仕事の紹介 

ハローワーク求人検索端末による全国の求人情報の閲覧 

応募書類の添削などの職業相談  など 

場      所：西宮市高松町４番８号 プレラ西宮４階 

開 所 日 時  ：月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで（祝日・年末年始を除く） 

連     絡   先：０７９８－６８－１０２１ 

 

○しごとサポートウェーブにしきた 

働くことについてさまざまな悩みを抱えている１５歳から３９歳までの若者の皆さんやその家族を

対象に、専門的な知識を持つスタッフを配置し、職業的自立を支援します。 

主な支援内容：進路についての総合相談 

       キャリア・コンサルタントによる進路相談（月・水・金曜日午後 1 時から午後 5 時まで） 

       臨床心理士など専門スタッフによる心理カウンセリング（月 2 回午後 1 時から午後 5 時まで） 

場    所：西宮市松原町２番３７号 西宮市立勤労会館１階 

開   所   日 時  ：月曜日～金曜日・第２土曜日の午前 9 時 30 分から午後６時まで（祝日・年末年始を除く） 

連   絡   先：０７９８－３１－５９５１ 

○西宮若者サポートステーション 

 

 

４０歳以上の求職者の方に、転職や再就職などに関する相談のほか、就職に関するさまざまな情報提

供を行っています。 

 主な支援内容：就職に関する悩みや不安の相談 

応募書類の作成 

模擬面接の実施  など 

場     所：西宮市松原町２番３７号 西宮市立勤労会館１階 

開  所  日  時：月・火・木・金・土曜日の午前１０時から午後６時まで（祝日・年末年始除く） 

連  絡  先 ：０７９８－３８－８３２１ 

 

○西宮市中高年しごと相談室 

賃金・雇用・社会保険など労働に関する相談に対して社会保険労務士がアドバイスを行います。 

 

場    所：西宮市松原町２番３７号 西宮市立勤労青少年ホーム２階 相談室 

開 催 日 時：毎週火、第１・３・５木曜日の午後４時から午後８時まで 

第２・４土曜日の午前１０時から午後６時まで（正午から午後１時除く） 

(年末年始を除く) 

連   絡   先：０７９８－３２－７１７０（電話相談も行っております） 

 

 このほかに、出張労働相談を第４金曜日（祝日・休日を除く）の午後１時から午後５時にプレラに

しのみや４階４１２学習室（西宮市高松町４－８）で実施しております。事前予約制ですので前日ま

でに西宮市労政課（０７９８－３５－５２８６）までご連絡ください。※面談のみで電話での相談は

行っていません。 

○労働相談 
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男女共同参画センター“ウェーブ”から  

  

12 月 4 日～10 日は第 69 回人権週間です 
 

人権週間は、1948 年 12 月 10 日の国際連合第３回総会において世界人権宣言が採択されたことを記念し

て、その趣旨と重要性を広く訴えかけることを目的に、法務省及び全国人権擁護委員連合会により、12 月 4

日から 12 月 10 日までの１週間を「人権週間」と定められました。 

今年は「みんなで築こう人権の世紀～考えよう相手の気持ち 未来へつなげよう違いを認め合う心～」とい

う啓発活動重点目標のもと 17 の強調事項が掲げられています。その中には、「性的指向を理由とする偏見や

差別をなくそう」「性自認を理由とする偏見や差別をなくそう」ということも啓発目標とされています。 

近年、様々な研究の結果、人間の「性」には多様性があることが明らかになってきました。しかし日本では

人間の性別は女と男の二つで、恋愛や結婚の対象には異性を選ぶのが普通であるという考え方が一般的なので、

性的指向や性自認に関する少数派の人たちにとっては生き難い社会です。 

あなたの職場にＬＧＢＴ(*)の人はいますか？ 

職場の仲間にＬＧＢＴの人がいる可能性を意識したことがある人は、

ほとんどいないのではないでしょうか。意識しないということは、存

在する可能性にも思い至らないということであり、ＬＧＢＴの当事者

にとってはつらいことかもしれません。もちろん「言ってもらわなけ

ればわからない」ことは当然ですが、「いるかもしれない」という意識

をもつことは必要です。自分とは違う多様な存在の可能性を意識して、

その相手の気持ちを考えることは大切なことです。 

ＬＧＢＴの人たちは、さまざまなストレスを抱えた暮らしを強いら

れています。存在を意識されていないこと自体もストレスの要因とな

ります。少数派に対する偏見をかわすため、本来の自分を偽らざるを

得ないこともあり、また、周囲に理解されない状況において「ばれる」

ことを絶えず不安に思いながら過ごす苦しさもあります。更衣室やト

イレの使用、健康診断の受診やＬＧＢＴを揶揄するジョークを聞かさ

れることなど当事者が苦痛に思うことは数多くあります。 

多様な存在を認め合い誰もが安心して働ける職場にするために、ま

ずＬＧＢＴの存在を知り、関心と理解を深めていくことから始めませ

んか。ウェーブにはＬＧＢＴに関する情報・資料があります。 
 

 

 

 
 
●ウェーブ図書コーナーからおすすめ図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪第６９回人権週間ポスター≫ 

  
 

＊レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字

をとった言葉。さまざまなセクシュアルマイノリティーの人たちを表

す言葉のひとつとして使われる。 

② 

 カミングアウト・レター 

 ズ 子どもと親、生徒と 

 教師の往復書簡 
カミングアウトした当事者と

親・教師との私信から、なぜ

LGBT 当事者がカミングアウト

しにくいのかが読み取れます。 
RYOJI＋砂川秀樹 編 

  太郎次郎社エディタス 

① 

 働く人の LGBT 

 入門ハンドブック 
リーフレット形式で 

基本的なことが学べ 

ます。 
WORKING 

TOGETHER 

  編集委員会 著 

 


